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授業以外の１１の仕事を分類、学校以外が担うべき業務も提案する
～中教審 第４回特別部会開催　９/２２～

【業務の役割分担・適正化に関する具体的な論点】

　⑴ 登下校に関する対応

　⑵ 放課後から夜間などにおける児童生徒の見回り、補導

　 時の対応

　⑶ 調査・統計への回答

　⑷ 学校徴収金の徴収・管理

　⑸ 地域ボランティアとの連絡調整

　⑹ 成績処理に関連する業務・教材準備に関連する業務

　⑺ 支援が必要な家庭・児童生徒への対応

　⑻ 給食時の対応

　⑼ 児童生徒の休み時間における対応

　⑽ 校内清掃

　⑾ 部活動

【業務の役割分担の観点】

　① 基本的に教員のみが担える業務（教員が担わなければ

　 ならない業務）

　② 教員が担う必要があるが、教員以外の者の参画により

　 教員の業務量を軽減できる業務

　③ 他にふさわしい者がいる場合には必ずしも教員が担う

　 必要がない業務

　④ 学校において教員以外の者が担うべき業務（教員が担

　 うべきではない業務）

　⑤ 学校以外が担うべき業務

部会長　小川正人委員（放送大学教養学部教授）

・進め方は⑴～⑾ついて分けて議論をする。最初は⑴と⑵、

　⑶～⑸、⑹、⑺、最後に⑻～⑽、⑾の部活動はスポーツ庁

　にて議論が行われているので、その報告を受けてから集中

　的に議論する。

　⑴ 登下校に関する対応への対応策

　　 →「⑤学校以外が担うべき業務」として整理ができる

　　　のではないか。

　⑵ 放課後から夜間などにおける児童生徒の見回り、補導 

　 時の対応への対応策

 　　→「⑤学校以外が担うべき業務」として整理ができる

　　　のではないか。

〈委員の主な意見〉

〇冨士道正尋（小金井市立南中学校校長）

　・保護者、地域にどう理解してもらうかがポイントだ。放

　　課後、夜間の対応は、保護者・地域がしっかりとかかわ

　　ってもらいたい。通知を出す場合も教育委員会だけでな

　　く、ＰＴＡも入れて出すこと必要なのではないか。

〇清原慶子（三鷹市長）

　・安全を確保するために防犯カメラなどを設置したり、見

　　守りメールなどを活用し、保護者に情報発信をすること

　　で、教職員が担わなくてもよくなるのではないか。

〇田野口則子（横須賀市立野比小学校長）

　・地域やＰＴＡのコーディネート役になるのは学校になる。

　　そうすると負担は変わらない。

　　どこが主体となって、放課後、夜間を見守っていくのか

　　を決めていかないとならない。

〇風間治（豊橋市教育委員会教育政策課事務指導主事）

　・学校、地域、PTAをつなぐ組織が必要。登下校は勤務時

　　間前にやっている実態がある。

　　学校を開ける時間を教員の勤務体制に合わせる必要があ

　　る。

　⑶ 調査・統計への回答への対応策

　　 →教育課程、生徒指導以外のものについては、「④学

　　　 校において教員以外の者が担うべき業務」とし、教

　　　 育課程、生徒指導関係については、「③他にふさわ

　　　 しい者がいる場合は必ずしも教員が担う必要がない

　　　 業務」、または「②教員が担う必要があるが、教員

　　　 以外の者の参画により教員の業務量を軽減できる業

　　　 務」として整理できるのではないか。

　⑷ 学校徴収金の徴収・管理への対応策

　　 →基本的には「⑤学校以外が担うべき業務」として整

　　　 理をし、学校が担う場合は「④学校において教員以

　　　 外の者が担うべき業務」として整理できるのではな

　　　いか。

　⑸ 地域ボランティアとの連絡調整への対応策

　　 →地域ボランティアとの連絡調整は、地域学校協働活

　　　 動推進員等が行うことにより、「⑤学校以外が担う

　　　 べき業務」として整理ができるのではないか。また

　　　 地域学校協働活動推進員等との連絡調整は「③他に

　　　 ふさわしい者がいる場合は必ずしも教員が担う必要

　　　 がない業務」、または「④学校において教員以外の

　　　 者が担うべき業務」として整理できるのではないか。

〈委員の主な意見〉

○天笠茂（千葉大学教育学部教授）

　・民間団体からのコンクール依頼等については、各省庁も

　　からんでいる。政策の一環として学校に依頼しているの

　　だが、学校で選択がどうやっているのか。教育委員会が

　　把握をし、調整する必要がある。

○冨士道正尋（小金井市立南中学校校長）

　・各省庁から、都や区町村を経由してくるので、学校で断

　　ることが難しい。その精査をどうしていくのか。学校徴

　　収金については、自治体の財政力によって差が出てしま

　　うため、支援をどうするのかを考える必要がある。

○風間治（豊橋市教育委員会教育政策課事務指導主事）

　・学校徴収金について、事務職員が徴収することに異論は

　　ないが、とりくんでいる所もあり、地域によって違う。

　　管理規則や標準職務にする中で、国としてガイドライン

　　を提示することが必要。

〇相原康伸（連合副会長）

　・調査については、総労働時間は無定量でなく、決まって

　　いるという観点から、総量を考えて、それぞれが減らす

　　ようにしなければならない。

〇善積康子（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会

　社 主席研究員）

☆全体を通しての意見

　９月２２日、中教審特別部会が開催されました。日教組は、各ブロック単位での傍聴行動を配置しました。４回目とな

る審議では、第３回に引き続き「業務の適正化・役割分担に関する具体的な論点」について議論が行われました。
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　・定例の調査を整理して保存がなされていない学校が見受

　　けられる。フォルダ管理、情報管理をする必要がある。

　⑹ 成績処理に関連する業務・教材準備に関連する業務へ

　 の対応策

　　 →学習指導および学習評価については、「①基本的に

　　　 教員のみが担える業務」であるが、その周辺業務に

　　　 は、「②教員が担う必要があるが、教員以外の者の

　　　 参画により教員の業務量を軽減できる業務」、また

　　　 は「③他にふさわしい者がいる場合は必ずしも教員

　　　 が担う必要がない業務」も存在するのではないか。

〈委員の主な意見〉

○青木栄一（東北大学大学院教育学研究科准教授）

　・都道府県での校務支援システムの導入が必要。ＩＣＴを

　　導入する際には、充実した研修が大切。また円滑に運行

　　するためにはヘルプデスクが必要となってくる。

○冨士道正尋（小金井市立南中学校校長）

　・守秘義務があるので、ボランティアやスタッフも責任が

　　生じる。明確化する必要がある。

○善積康子（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会

　社 主席研究員）

　・業務アシスタントは、大阪府伊丹市では、市費で１人配

　　置をしている。業務をどこまで頼むのかなど活用の仕方

　　に課題がある。

○天笠茂（千葉大学教育学部教授）

　・教材の共有化は以前から言われているが、なかなかすす

　　まない。各教員で工夫を凝らすしてという文化がある。

　　勤務時間内で授業の準備や研修にかける時間が、勤務時

　　間外に押し出されている。いかに勤務時間内に授業準備

　　が確保できるのか、という視点でとらえていく必要があ

　　る。

　⑺ 支援が必要な家庭・児童生徒への対応への対応策

　　 →生徒指導については、「①基本的に教員のみが担え

　　　 る業務」が基本であるが、特に支援が必要な家庭・

　　　 児童生徒への対応については、児童生徒の発達段階

　　　 や、学校の置かれた状況等に応じ、「②教員が担う

　　　 必要があるが、教員以外の者の参画により教員の業

　　　 務量を軽減できる業務」、または「③他にふさわし

　　　 い者がいる場合は必ずしも教員が担う必要がない業

　　　 務」として整理できるのではないか。

〈委員の主な意見〉

○清原慶子（三鷹市長）

　・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーは

　　配置拡充をしてきてはいるが、配置のみならず、専門性

　　を確保するなどの質的な面についても考える必要がある。

○佐古秀一（鳴門教育大学理事・副学長）

　・問題が発生した時、子どもものみならず、親のサポート

　　も必要となる場合がある。①②③の対応の仕方を具体的

　　にしめす必要がある。

○相原康伸（連合副会長）

　・緊急提言の整合性は必要である。留守番電話設置などの

　　提言の整合性をはかっていきながら議論すべきである。

　⑻ 給食時の対応への対応策

　　 →日常的な給食指導については、学習指導要領の特別

　　　 活動として位置づけられ、基本的に学級担任が行う

　　　 ものであり、「①基本的に教員のみが担える業務」

　　　 として整理できるが、学級担任と栄養教諭等との連

　　　 携により効率的・効果的な指導が可能であることか

　　　 ら、「②教員が担う必要があるが、教員以外の者の

　　　 参画により教員の業務量を軽減できる業務」として

　　　 整理できるのではないか。また、給食指導について

　　　 は、基本的には学級を単位とした指導を行うが、ラ

　　　 ンチルームなどで複数学年が一斉に給食をとること

　　　 で教員の負担を軽減することも可能である。

　⑼ 児童生徒の休み時間における対応への対応策

　　 →休み時間については以下（略）をふまえ、児童生徒

　　　 の発達段階や、学校の置かれた状況等に応じ、「②

　　　 教員が担う必要があるが、教員以外の者の参画によ

　　　 り教員の業務量を軽減できる業務」、または「③他

　　　 にふさわしい者がいる場合は必ずしも教員が担う必

　　　 要がない業務」として整理できるのではないか。

　⑽ 校内清掃への対応策

　　 →清掃指導の観点からは、給食指導と異なり学習指導

　　　 要領上、明確には位置づけられているものではない

　　　 ため、「③他にふさわしい者がいる場合は必ずしも

　　　 教員が担う必要がない業務」として整理できるので

　　　 はないか。学校における環境衛生の維持に係る業務

　　　 のうち、清掃の実施についてはその主体が必ずしも

　　　 限定されていないことから、学校の実情やとりくみ

　　　 の内容に応じて基本的には「④学校において教員以

　　　 外の者が担うべき業務」とし、場合によっては「③

　　　 他にふさわしい者がいる場合は必ずしも教員が担う

　　　 必要がない業務」として整理できるのではないか。

〈委員の主な意見〉

○田野口則子（横須賀市立野比小学校長）

　・清掃はほうきの使い方から学校で指導している。どこか

　　で対応する必要がある。休み時間は地域ボランティアや

　　教員志望のインターンに入ってもらうこともある。しか

　　し安全配慮という点で教職員が目を配る必要があるとい

　　うのが現状。

○善積康子（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会

　社 主席研究員）

　・教育として清掃と衛生的な清掃とはちがう。清掃を学ぶ

　　ことも大切だが、衛生を保ちながら、子どもが快適に過

　　ごすために地域のボランティアに頼むことできる。

○青木栄一（東北大学大学院教育学研究科准教授）

　・給食はランチルームを活用し、教員が休息できるように

　　する。あるいは補助的なスタッフを入れる。全国的に余

　　裕教室が増えている傾向にあるので、死角などのリスク

　　の高まっていると思われるので、ここにも意識した方が

　　よい。清掃はやめるというのも教育的意義もあるだろう

　　から、日数を減らすことはできる。

☆全体を通しての意見☆全体を通しての意見

〈委員の主な意見〉

○無藤隆（白梅学園大学大学院特任教授）

　・宿泊行事について、教員が休憩時間や夜間勤務の問題が

　　ある。給食も同じ問題をかかえているのではないか。

○青木栄一（東北大学大学院教育学研究科准教授）

　・実行性をどう高めるかも考えなければならない。緊急提

　　言をもとにすると、タイムカードやＩＣカードの提案を

　　しているので、検証する必要がある。耐震性の時のよう

　　に、数値化して示すことによって、促進につながる。

○相原康伸（連合副会長）

　・緊急提言をいかすことが必要。提言を出したことで学校

　　の長時間労働の実態はさらに認知された。１１の論点は、

　　どこまでが業務なのか。学校や地域の役割を明確にする

　　必要がある。また給特法の見直しは避けられない。
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・「校内の人権・同和教育研修から 

　～ 差別のない、人権文化のあふれた社会を

　　　　　　　めざすための人権・同和教育 ～」

　　　　　　　　　　　嶋村　太伸（高松・栗林小）

・「これまでの理科教育の実践から学んだこと」

　　　　　　　　　　　三好　立美（坂出・東部小）

　８月２６日（土）、高知会館にて、「２０１７四国

ブロック教育研究集会」を開催しました。第１～３分

科会は、教育実践報告でした。第４分科会は、昨年度

開催の事務職員部学習会を受けて、今年度は、栄養教

職員部会「つながりを広め、いつでも相談できるなか

まを増やそう！」と、日々の悩みや取り組みについて

話し合いました。第５分科会は、昨年度に引き続き、

参加対象者を初任者～５年次までとし、４月からのお

互いの教育実践の紹介や日々の悩み・相談等の意見交

流の場【学び場】となりました。

　午後の全体会では、「新学習指導要領と教育改革の

課題」の演題で、プール学院大学教授　長尾彰夫さん

からご講演いただきました。新学習指導要領の改訂と

２０３０年問題、「特別の教科」道徳、アクティブラ

ーニング、カリキュラムマネジメント等、非常に分か

りやすく、詳しく丁寧に、何より楽しく講演していた

だきました。

日教組香川県教育研究集会

四国ブロック教育研究集会

鈴木大裕さん

長尾彰夫さん（プール

学院大学教授）右と嶋

村日教組香川委員長

（２人は日教組全国教

研の「学校五日制」分

科会で共同研究者と司

会者でした。）

　８月５日（土）午後１時より、ルポール讃岐（高松

市中野町）で開催しました。

　第１部の講演会では、高知知県土佐町で教育を通し

た町おこしに取り組んでおられる教育研究者の鈴木大

裕さんをお迎えしてお話していただきました。「土佐

町から日本へ。教育にかける夢を話し合おう。」をテ

ーマに、アメリカでの体験を元に日米の教育の違いな

どについて、大変興味深いお話でした。

　第２部は県内各地から組合員が教育実践を持ち寄っ

てリポート発表を行いました。

　リポート
・「歴史の授業で選択することは楽しい」

　　　　　　　　　　　作江　康治（三豊・和光中）

・「支援学級からのアプローチ 

　～ 体験 野菜を育てる活動を生かした指導から ～」

　　　　　　　　　　　森川　宏子（丸亀・垂水小）

　参加者の声・声・声

・非常に内容の濃い、盛りだくさんの分科会で充実して

　いました。特に、若い先生方の現場に根ざした地道な

　とりくみが報告されていたことが印象的で、頼もしか

　ったです。

・若年次のみなさんが、どのような悩みをもっているの

　かを共有することができた。自分たちの実践も交えな

　がら話し合うことができた。

・日頃は、他県の方々と交流をしたり、話をしたりする

　機会はほとんどないので、今回、岡山や徳島の具体的

　な実践や現状など、たくさん聞かせていただき、とて

　も勉強になりました。各市町村や学校の規模によって、

　栄養教諭の置かれる状況は様々で、人数も少ないので、

　同じ悩みをもつなかまと集まり、つながることは大切

　だと思いました。声をかけていただき、本当にありが

　とうございました。

・長尾さんのお話は、とてもおもしろくわかりやすかっ

　た。学習指導要領の改訂に伴い、これからは「２０３

　０年の子ども」を育成するという思いで取り組んでい

　きたい。新しいことにしっかりと対応できるようにこ

　れからもがんばりたい。

・講演を聞き、「同僚性」という言葉がとても印象に残

　った。現場の居心地が悪いと、教育改革も決してうま

　くはいかない。
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教育実践講座 Ⅰ

子どもは算数のどこで躓くのか？⑰ 「29年度学力テストが教えてくれる躓き」

石原清貴（元小学校教員）

つまず

１　算数Ｂ「割合の問題」の平均正答率20％という現実

　毎年８月末にその年の４月に実施された全国学力テ

ストの結果が「国立教育研究所」から発表されます。

新聞各紙やマスメディアはこの結果を受け、毎年のよ

うに何県が一位で何県が最下位だという報道を行いま

す。しかし、その調査の内容に触れて、問題を掘り下

げるような報道はこれまでなされたことがありません。

　しかし、今年で10年目を迎えた学力調査で、実は大

変な実態が明らかになっているのです。それは毎年の

ように調査される算数の「割合」です。

　小数倍を求める基本問題（算数Ａ）小数倍を求める基本問題（算数Ａ）

・20年度　６ｍは12ｍの何倍か？　　　正答率55.7％

・22年度　40㎡は50㎡のどれだけに当たるか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正答率57.8％

　割合問題で式や言葉による説明を求められる問題（算数Ｂ）割合問題で式や言葉による説明を求められる問題（算数Ｂ）

・19年度　20％割り引いた額の計算　　　正答率29％

・20年度　全体量と割合を見て比較量を分析する問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　正答率17.6％

・24年度　比較量と基準量が異なるデータから割合を

　　　　　出して判断する問題　　　　　正答率23％

・27年度　割増率と割り増し後の量から基の量を考え

　　　　　る　　　　　　　　　　　　　正答率13％

・29年度　見かけの月の大きさ、最大時の月の直径は

　　　　　最小時の月の直径より14％大きい。この関

　　　　　係をコインの関係に置き換える。最小の月

　　　　　を直径２cmの１円玉にすると最大の月は直

　　　　　径2.28㎝の百円玉と直径2.65の五百円玉で

　　　　　はどちらが適当か？　　　　　正答率13％

　実に10年という時間をかけて実施された調査によっ

て割合の基本的な問題の正答率が50％台であること、

やや複雑な問題で説明を求められると平均正答率は10

％台、高くて20％台であることが証明されたわけです。

２　いったい子どもはどこで躓いているのか？

　この結果を見て驚かれた方もあるかもしれません。

しかし、ここにははっきりとした原因があります。

原因１　倍の指導が全く不十分原因１　倍の指導が全く不十分

　倍の指導は２年生のかけ算から出てきます。しかし、

かけ算の基本は「１あたり量×いくつ分＝全体量」と

いう方針で教えられるため、一つの量に働きかけてそ

の量を大きくしたり小さくしたりする「働きとしての

倍かけ算」の指導が十分に行われません。教科書では

わずか１ページで説明されるだけです。

　「働きとしての倍かけ算」は当然２年生では無理で

す。５年生の１学期に小数倍のと

ころでしっかりと「倍かけ算」を

指導すべきなのですが、行われな

いままになっています。

原因２　適当な図がない原因２　適当な図がない

　倍のかけ算を表す図が適当では

ありません。倍は一つの量に働き

かけて、その量を大きくしたり小

さくしたりする働きですから、倍

を働きとして表す図が必要です。しかし、どの教科書

も倍は目盛りとしてしか表されていません。これでは

倍は分かりません。

原因３　割合は比較概念である。原因３　割合は比較概念である。

　次に割合というのが２つの量の大きさを比較して一

方が他方のどれだけの大きさに当たるのかを「倍を使

って表していること」が腑に落ちていません。

つまり、子どもたちは５年生になって倍とは何か？割

合とは何か？が分からないまま教科書の問題を公式や

教科書の分かりにくい図を使って解いていきます。し

かし、基本が理解できていないので少し時間が経つと

出来なくなってしまうのです。

３　躓きからの脱出をどうするか

　　～横のものを縦にする～

　学力テストの問題を例に

取りましょう。左の画像は

20年度と22年度に出題され

た算数Ａの問題です。上の

図が文部科学省がこだわっ

ている２テープ対応図です。

この図では小数倍の理解が

出来ないことは何度もの調

査で明らかになっているに

もかかわらず、未だに使い

続けています。

　左上の図は線分図につな

げるための図です。この図

も大きい量を基準にして小

さい量を表すことに失敗し

ています。

　これらの問題を解決できる図があります。それが左

下の「にらめっこ図」です。２テープ対応図を縦書き

に変え、倍を矢印で表すだけです。この図を使うだけ

でも大きな効果が期待できます。

石原清貴氏

つまず



日　教　組　香　川(６)　(６)　第286286号 20172017年1010月１月１日(日)(日)

当
た
り
前 

◆
数
年
で
車
は
自
分
で
止
ま
る
物
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
高
齢
者
が
運
転

す
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
き

た
今
、
車
を
安
全
な
乗
り
物
と
し
て

使
い
続
け
る
た
め
に
は
必
要
な
「
当

た
り
前
」
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
◆
一

方
、
今
年
に
な
っ
て
地
球
上
で
核
爆

弾
が
爆
発
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て

い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
当
た
り
前

の
よ
う
に
流
れ
て
い
ま
す
◆
で
も
、

こ
れ
は
「
当
た
り
前
」
と
認
め
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
脅
威
や
不
安
が

増
幅
さ
れ
た
情
報
の
陰
で
、
何
か
別

の
た
く
ら
み
が
進
ん
で
い
か
な
い
よ

う
に
、
怠
る
こ
と
な
く
注
意
を
払
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す

◆
「
平
和
」
を
な
く
さ
な
い
た
め
に

行
動
す
る
こ
と
を
だ
れ
も
が
「
当
た

り
前
」
と
で
き
る
世
の
中
で
あ
れ
と
、

強
く
強
く
願
う
の
で
す
。



日　教　組　香　川第286286号　号　20172017年1010月１月１日(日）(日） (７)(７)

日教組香川　組合加入説明会　開催！
日時　２０１７年１１月１１日（土）１１：００～１２：００
場所　日教組香川事務所
　
ただいま新組合員組合費 １０００円／月キャンペーン中

ご質問に

お答えします

●組合って何をするところ？

●組合費は？

●組合に入ると得することありますか？

月１,０００円で全国のなかまと会える！

日教組香川加入メニュー
日教組香川には、香川県の公立学校で働く教職員であれば、どなたでも加入することができます。校種・職種は問いません。

メ ニ ュ ー 月　会　費 各種サービス

組合員
初年度　月1,000円　　その後、

年齢ごとに　2,000円～5,000円

情報誌等配布・各種研修会案内

全国集会等旅費負担・個別課題への対応

組合員
講師

臨時採用
月1,000円 組合員に準ずる

jtu-kagw@triton.ocn.ne.jp
すべての

お問い合わせは

２０１７年度　四国ブロック青年交流集会
豊島フィールドワーク

日時　２０１７年１１月３日（金：文化の日）１０：３０～11月４日（土）１１：３０
場所　香川県小豆郡土庄町豊島
宿泊　「豊島ゲストハウス mamma」
日程　１１月３日（金：文化の日）
　　　　　豊島フィールドワークpartⅠ　～レンタサイクルで、島内めぐり～
　　　　　夕食・交流会
　　　　１１月４日（土）
　　　　　豊島フィールドワークpartⅡ　～産廃不法投棄問題現場学習会～

お問い合わせ先　日教組香川教職員組合　０１２０－２７－５９２５

電話でもＯＫ
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「間(あいだ)の場所」

15:20～
ハワイの作品。女性

的な面も男性的な面

も併せ持つ、主人公

の女の子。

トランスジェンダー

の先生の指導のもと、

男の子のフラダンス

チームに参加します。

ハワイには、人は両

性どちらの面も持ち

備えると捉える伝統

文化があります。

先生と女の子との関

わり合いのなかで、

どんな成長・変化が

あるのでしょうか。

「ゲイビー・ベイビー」

17:45～
同性婚が法制化され

ていないオーストラ

リアに実在する、同

性カップルを親に持

つ４人の子どもたち

「ゲイビー」。

彼らは、ゲイやレズ

ビアンの両親をどう

思っているのか？

他の子どもとは違う

悩みを抱えているの

か？

同性の両親の家族っ

て、どんな感じなの

か？

世界には、彼らのよ

うな家族は多く存在

しています。

日本でも、同性婚を

認めよう、という動

きが見え始めました。

同性カップルが子供

を育てる、という道

もあります。

もう一つの家族のカ

タチ。これからの時

代にぴったりの作品。

【作品紹介】

【藤田博美実行委員長コメント】

教職員の皆様におすすめは「間の場所」

と「ゲイビー・ベイビー」です。ぜひ時

間を作って観に来てください。

日教組香川にもチケットあります

日教組香川　応援企画


